
     

令

和

四

年

十

一

月 

        
 

 

令
和
四
年
十
一
月
文
京
区
議
会
定
例
議
会
議
案 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

文 
 

京 
 

区 
   



 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
議
案
第
三
十
五
号 

 

文
京
区
立
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
頁 

議
案
第
三
十
六
号 

 

文
京
区
議
会
議
員
及
び
文
京
区
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条 

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

７
頁 

議
案
第
三
十
七
号 

 

文
京
区
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

９
頁 

議
案
第
三
十
八
号 

 
文
京
区
立
住
宅
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
三
十
九
号 

 

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
四 

十
号 

 

文
京
区
廃
棄
物
の
処
理
及
び
再
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
四
十
一
号 

 

文
京
区
乳
幼
児
及
び
義
務
教
育
就
学
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正 

す
る
条
例 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
四
十
二
号 

 

文
京
区
立
一
時
保
育
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
四
十
三
号 

 

財
産
の
無
償
譲
渡
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
四
十
四
号 

 

文
京
区
立
林
町
小
学
校
増
築
校
舎
借
上
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
四
十
五
号 
 

文
京
区
立
誠
之
小
学
校
改
築
そ
の
他
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
四
十
六
号 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
四
十
七
号 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
四
十
八
号 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
四
十
九
号 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
五 

十
号 

 

文
京
区
勤
労
福
祉
会
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

目 
 

 
 

 

次 

11 13 15 17 21 23 25 27 39 31 33 35 37 



議
案
第
五
十
一
号 

 

文
京
福
祉
セ
ン
タ
ー
江
戸
川
橋
及
び
文
京
福
祉
セ
ン
タ
ー
湯
島
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に 

つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

41 



1 

 

議
案
第
三
十
五
号 

 
 

 

文
京
区
立
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
立
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
二
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
文
京
区
立
大
塚
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
東
京
都
文
京
区
大
塚
一
丁
目
五
番
十
七
号
」
を
「
東
京
都
文
京
区
大
塚 

一
丁
目
四
番
一
号
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
の
一
の
部
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

施
設 

        

    

文
京
区
立
礫
川
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー 

 

名 
 

 

称 

 

多 

目 

的 

室 

Ａ 

洋 
 

室 
 

Ｃ 

洋 
 

室 
 

Ｂ 

洋 
 

室 
 

Ａ 

 
施
設
名 

一
、
五
〇
〇
円 

五
〇
〇
円 

七
〇
〇
円 

八
〇
〇
円 

午 
 

 

前 

使 
 

 
 

 
 

用 
 

 
 

 
 

料 

一
、
八
〇
〇
円 

六
〇
〇
円 

八
〇
〇
円 

九
〇
〇
円 

午 
 

 

後 

一
、
八
〇
〇
円 

六
〇
〇
円 

八
〇
〇
円 

九
〇
〇
円 

夜 
 

 

間 

 



 

2 

                    

  

 

文
京
区
立
大
塚
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー 

文
京
区
立
大
原
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー 

 

洋 
 

室 
 

Ａ 

多 
 

目 
 

的 
 

室 

洋 
 

室 
 

Ｂ 

洋 
 

室 
 

Ａ 

多 

目 

的 
室 
Ｂ 

多 

目 
的 

室 

Ａ 

和 
 

室 
 

Ｂ 

和 
 

室 
 

Ａ 
多 

目 

的 

室 

Ｃ 

多 

目 

的 

室 

Ｂ 

多 

目 

的 

室 

Ａ 

洋 
 

室 
 

Ｃ 

洋 
 

室 
 

Ｂ 

洋 
 

室 
 

Ａ 

和 
 

 
 

 

室 

多 

目 

的 

室 

Ｂ 

七
〇
〇
円 

一
、
八
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
円 

一
、
一
〇
〇
円 

一
、
八
〇
〇
円 

一
、
八
〇
〇
円 

九
〇
〇
円 

九
〇
〇
円 

一
、
六
〇
〇
円 

一
、
八
〇
〇
円 

四
、
八
〇
〇
円 

一
、
三
〇
〇
円 

一
、
三
〇
〇
円 

一
、
三
〇
〇
円 

九
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
円 

七
〇
〇
円 

二
、
〇
〇
〇
円 

一
、
二
〇
〇
円 

一
、
三
〇
〇
円 

二
、
一
〇
〇
円 

二
、
一
〇
〇
円 

一
、
一
〇
〇
円 

一
、
一
〇
〇
円 

一
、
九
〇
〇
円 

二
、
〇
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

一
、
五
〇
〇
円 

一
、
五
〇
〇
円 

一
、
五
〇
〇
円 

一
、
二
〇
〇
円 

一
、
二
〇
〇
円 

七
〇
〇
円 

二
、
〇
〇
〇
円 

一
、
二
〇
〇
円 

一
、
三
〇
〇
円 

二
、
一
〇
〇
円 

二
、
一
〇
〇
円 

一
、
一
〇
〇
円 

一
、
一
〇
〇
円 

一
、
九
〇
〇
円 

二
、
〇
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

一
、
五
〇
〇
円 

一
、
五
〇
〇
円 

一
、
五
〇
〇
円 

一
、
二
〇
〇
円 

一
、
二
〇
〇
円 

 

文
京
区
立
音
羽
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー 
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文
京
区
立
駒
込
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー 

文
京
区
立
汐
見
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー 

  

多 
 

目 
 

的 
 

室 

洋 
 

室 
 

Ｂ 

洋 
 

室 
 

Ａ 

和 
 

室 
 

Ｂ 

和 
 

室 
 

Ａ 

ホ 
 

ー 
 

ル 
 

Ｂ 

ホ 
 

ー 
 

ル 
 

Ａ 

洋 
 

室 
 

Ｄ 
洋 

 

室 
 

Ｃ 

洋 
 

室 
 

Ｂ 

洋 
 

室 
 

Ａ 

多 
 

目 
 

的 
 

室 

洋 
 

室 
 

Ｂ 

洋 
 

室 
 

Ａ 

多 
 

目 
 

的 
 

室 

洋 
 

室 
 

Ｂ 

二
、
五
〇
〇
円 

八
〇
〇
円 

一
、
五
〇
〇
円 

八
〇
〇
円 

一
、
二
〇
〇
円 

三
、
六
〇
〇
円 

三
、
六
〇
〇
円 

八
〇
〇
円 

八
〇
〇
円 

一
、
二
〇
〇
円 

一
、
二
〇
〇
円 

一
、
六
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
円 

七
〇
〇
円 

四
、
五
〇
〇
円 

一
、
五
〇
〇
円 

二
、
四
〇
〇
円 

一
、
四
〇
〇
円 

一
、
九
〇
〇
円 

五
、
五
〇
〇
円 

五
、
五
〇
〇
円 

九
〇
〇
円 

一
、
一
〇
〇
円 

二
、
二
〇
〇
円 

二
、
二
〇
〇
円 

二
、
〇
〇
〇
円 

一
、
二
〇
〇
円 

一
、
二
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
円 

七
〇
〇
円 

四
、
七
〇
〇
円 

一
、
八
〇
〇
円 

二
、
四
〇
〇
円 

一
、
四
〇
〇
円 

一
、
九
〇
〇
円 

五
、
五
〇
〇
円 

五
、
五
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
円 

一
、
一
〇
〇
円 

二
、
二
〇
〇
円 

二
、
二
〇
〇
円 

二
、
〇
〇
〇
円 

一
、
二
〇
〇
円 

一
、
二
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
円 

七
〇
〇
円 

 

文
京
区
立
湯
島
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー 

 
文
京
区
立
向
丘
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー 



 

4 

     

〇
円 

 

を 

  

改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
準
備
行
為
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
立
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
別
表
第
二
の
一
の
部
文
京
区
立
大
塚
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー
の

款
に
規
定
す
る
和
室
Ａ
、
和
室
Ｂ
、
多
目
的
室
Ａ
及
び
多
目
的
室
Ｂ
並
び
に
同
表
二
の
部
文
京
区
立
大
塚
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー
の

款
に
規
定
す
る
液
晶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
使
用
に
係
る
使
用
申
込
み
そ
の
他
の
必
要
な
準
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の

日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

  

 

 

文
京
区
立
大
塚
地
域 

活
動
セ
ン
タ
ー 

液
晶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー 

一
台
一
回 

二
〇
〇
円 

 

文
京
区
立
音
羽
地
域 

活
動
セ
ン
タ
ー 

液
晶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー 

一
台
一
回 

 
 

 

 

「 
別
表
第
二
の
二
の
部
中 

二
〇 

文
京
区
立
音
羽
地
域 

活
動
セ
ン
タ
ー 

液
晶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー 

一
台
一
回 

二
〇
〇
円 

 」 

」 

「 

に 



5 

（
説 

 

明
） 

 
区
立
大
塚
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー
の
位
置
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、
施
設
を
改
め
、
及
び
附
帯
設
備
を
設
け
る
た
め
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
六
号 

 
 

 

文
京
区
議
会
議
員
及
び
文
京
区
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
議
会
議
員
及
び
文
京
区
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
議
会
議
員
及
び
文
京
区
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
（
平
成
六
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
二
号
イ
中
「
一
万
五
千
八
百
円
」
を
「
一
万
六
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
七
千
五
百
六
十
円
」
を
「
七
千
七
百

円
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
及
び
第
八
条
中
「
七
円
五
十
一
銭
」
を
「
七
円
七
十
三
銭
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
中
「
五
百
二
十
五
円
六
銭
」
を
「
五
百
四
十
一
円
三
十
一
銭
」
に
、
「
三
十
一
万
五
百
円
」
を
「
三
十
一
万
六
千
二
百

五
十
円
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
議
会
議
員
及
び
文
京
区
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
規 
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定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
文
京
区
議
会
議
員
及
び
文
京
区 

長
の
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
文
京
区
議
会
議
員
及
び
文
京
区
長
の
選
挙
に
つ 

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  （
説 

 

明
） 

 

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
衆
議
院
議
員
と
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
け

る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
区
議
会
議
員
及
び
区
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担

額
を
引
き
上
げ
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
七
号 

 
 

 

文
京
区
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
条
例
（
平
成
九
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
四
号
又
は
第
八
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
、
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

高
齢
者
民
間
ア
パ
ー
ト
借
上
げ
事
業
の
廃
止
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
八
号 

 
 

 

文
京
区
立
住
宅
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
立
住
宅
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

 

文
京
区
立
住
宅
条
例
（
平
成
十
四
年
六
月
文
京
区
条
例
第
三
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
条
例
に
よ
る
廃
止
前
の
文
京
区
立
住
宅
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
許
可
（
旧
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
権
の
承
継
の
許
可
を
含
む
。
）
を
受
け
た
者

に
係
る
旧
条
例
第
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
保
証
金
の
還
付
等
、
旧
条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
費

用
の
負
担
、
旧
条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
費
用
の
賠
償
等
、
旧
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
原
状
回
復
及
び

旧
条
例
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
明
渡
し
請
求
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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（
説 

 

明
） 

 
区
立
住
宅
を
廃
止
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
九
号 

 
 

 

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
（
平
成
七
年
七
月
文
京
区
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
一
の
部
茗
荷
谷
中
央
第
二
自
転
車
駐
車
場
の
項
及
び
二
の
部
茗
荷
谷
Ｂ
自
転
車
駐
車
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

    
 

 

付 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
準
備
行
為
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
別
表
第
一
の
二
の
部
に
規
定
す
る
中
央
大
学
茗
荷
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
内 

自
転
車
駐
車
場
の
利
用
に
係
る
利
用
登
録
の
申
請
、
承
認
等
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う 

こ
と
が
で
き
る
。 

中
央
大
学
茗
荷
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
内
自
転
車
駐
車
場 

東
京
都
文
京
区
大
塚
一
丁
目
四
番
一
号 
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  （
説 

 

明
） 

 

中
央
大
学
茗
荷
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
内
自
転
車
駐
車
場
を
新
設
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
四
十
号 

 
 

 

文
京
区
廃
棄
物
の
処
理
及
び
再
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
廃
棄
物
の
処
理
及
び
再
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
廃
棄
物
の
処
理
及
び
再
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

別
表
一
の
部
一
の
項
手
数
料
の
欄
中
「
四
十
円
」
を
「
四
十
六
円
」
に
改
め
、
同
部
二
の
項
手
数
料
の
欄
中
「
四
十
円
」
を
「
四

十
六
円
」
に
、
「
三
十
八
円
」
を
「
四
十
三
円
五
十
銭
」
に
改
め
、
同
部
三
の
項
手
数
料
の
欄
中
「
四
十
円
」
を
「
四
十
六
円
」
に
、

「
二
千
八
百
円
」
を
「
三
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 
 

明
） 

 

廃
棄
物
処
理
手
数
料
を
改
定
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
四
十
一
号 

 
 

 

文
京
区
乳
幼
児
及
び
義
務
教
育
就
学
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
乳
幼
児
及
び
義
務
教
育
就
学
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
乳
幼
児
及
び
義
務
教
育
就
学
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
六
月
文
京
区
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

文
京
区
子
ど
も
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例 

第
一
条
中
「
乳
幼
児
及
び
義
務
教
育
就
学
児
（
以
下
「
乳
幼
児
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
子
ど
も
」
に
、
「
乳
幼
児
等
の
」
を
「
子

ど
も
の
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
一
項
中
「
乳
幼
児
」
を
「
子
ど
も
」
に
、
「
満
六
歳
」
を
「
十
八
歳
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
義
務
教
育
就
学
児
」

を
「
高
校
生
等
」
に
、
「
満
十
五
歳
」
を
「
十
五
歳
に
達
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
十
八
歳
」
に
改
め
、
「
で
、

乳
幼
児
を
除
い
た
も
の
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
乳
幼
児
等
」
を
「
子
ど
も
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

高
校
生
等
が
何
人
か
ら
も
監
護
さ
れ
て
お
ら
ず
、
区
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
の
当
該
高
校
生
等
本
人 

第
二
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
父
及
び
母
が
と
も
に
当
該
父
及
び
母
の
子
で
あ
る
子
ど
も
を
監
護
し
、
か
つ
、
こ
れ

と
生
計
を
同
じ
く
す
る
と
き
は
、
当
該
子
ど
も
は
、
当
該
父
又
は
母
の
う
ち
い
ず
れ
か
当
該
子
ど
も
の
生
計
を
維
持
す
る
程
度
の
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高
い
者
に
よ
っ
て
監
護
さ
れ
、
か
つ
、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

５ 
 

こ
の
条
例
に
い
う
「
父
」
に
は
、
母
が
、
子
ど
も
を
懐
胎
し
た
当
時
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
母
と
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
乳
幼
児
等
」
を
「
子
ど
も
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
乳
幼
児
等
」
を
「
子
ど
も

（
前
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
高
校
生
等
本
人
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、
「
文
京
区
」
を

「
区
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
並
び
に
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
一
号
中
「
乳
幼
児
等
」
を
「
子
ど
も
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
乳
幼
児
等
」
を
「
子
ど
も
（
規
則
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
乳
幼
児
等
」
を
「
子
ど
も
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
乳
幼
児
等
」
を
「
子
ど
も
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
一
項
中
「
乳
幼
児
等
」
を
「
子
ど
も
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
法
令
（
東
京
都
条
例
を
含
む
。
）
」
を
「
法
令
等
」

に
改
め
る
。 

第
六
条
第
一
項
中
「
乳
幼
児
等
」
を
「
子
ど
も
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
の
二
中
「
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。 

第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
中
「
乳
幼
児
等
」
を
「
子
ど
も
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
付
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
子
ど
も
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
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こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
お
け
る
療
養
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 
施
行
日
に
お
い
て
新
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
該
当
す
べ
き
者
は
、
施
行
日

前
に
お
い
て
も
医
療
証
の
交
付
に
つ
い
て
新
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

医
療
費
の
助
成
の
対
象
を
拡
大
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 





21 

 

議
案
第
四
十
二
号 

 
 

 

文
京
区
立
一
時
保
育
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
一
時
保
育
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
立
一
時
保
育
所
条
例
（
平
成
十
八
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

第
三
条
第
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

第
三
条
第
二
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

     

文
京
区
立
キ
ッ
ズ
ル
ー
ム
茗
荷
谷 

東
京
都
文
京
区
大
塚
一
丁
目
四
番
一
号 

 

文
京
区
立
キ
ッ
ズ
ル
ー
ム
茗
荷
谷 

午
前
八
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で 

 

文
京
区
立
キ
ッ
ズ
ル
ー
ム
茗
荷
谷 

一 

日
曜
日 

二 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
休
日 

三 

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の

日
（
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
） 
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付 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
準
備
行
為
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
立
一
時
保
育
所
条
例
第
二
条
の
表
に
規
定
す
る
文
京
区
立
キ
ッ
ズ
ル
ー
ム
茗
荷
谷
の
利
用

に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
準
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

区
立
キ
ッ
ズ
ル
ー
ム
茗
荷
谷
を
新
設
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
四
十
三
号 

 
 

 

財
産
の
無
償
譲
渡
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

財
産
の
無
償
譲
渡
に
つ
い
て 

左
記
の
と
お
り
財
産
を
無
償
譲
渡
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

財

産

の

表

示 
 

名 

称 
第
一
清
水
谷
橋 

所 

在 

東
京
都
文
京
区
小
日
向
四
丁
目
六
番
先
か
ら
七
番
先
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

区 

分 

工
作
物
（
橋
り
ょ
う
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

延 

長 

二
二
・
四
五
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

幅 

員 
 

六
・
〇
五
メ
ー
ト
ル 

二 

譲
渡
の
相
手
方 

 

東
京
都
台
東
区
東
上
野
三
丁
目
十
九
番
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役
社
長 

山
村
明
義 

  

（
説 

 

明
） 
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地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
四
十
四
号 

 
 

 

文
京
区
立
林
町
小
学
校
増
築
校
舎
借
上
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
立
林
町
小
学
校
増
築
校
舎
借
上
契
約 

 

文
京
区
立
林
町
小
学
校
校
舎
増
築
の
た
め
、
左
記
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
林
町
小
学
校
校
舎
増
築 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
四
億
七
千
八
百
五
十
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
七
丁
目
二
番
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

立
川
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社
本
店
営
業
部 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
長 

河
西
決 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
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び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

契

約

期

間 
 

令
和
四
年
十
二
月
二
日
か
ら
令
和
九
年
九
月
三
十
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 
令
和
四
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

令
和
五
年
度 

債
務
負
担
行
為 

令
和
六
年
度 

債
務
負
担
行
為 

令
和
七
年
度 
債
務
負
担
行
為 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 

令
和
九
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
四
十
五
号 

 
 

 

文
京
区
立
誠
之
小
学
校
改
築
そ
の
他
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
立
誠
之
小
学
校
改
築
そ
の
他
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 

平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日
契
約
第
一
万
九
千
六
百
七
十
三
号
に
よ
り
締
結
し
た
文
京
区
立
誠
之
小
学
校
改
築
そ
の
他
工
事
請
負

契
約
の
一
部
を
左
記
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
誠
之
小
学
校
改
築
そ
の
他
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
六
十
一
億
二
千
六
百
二
十
四
万
四
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
変
更
前
の
契
約
金
額 

金
五
十
七
億
九
千
三
十
万
四
千
円
） 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

日
本
・
ア
サ
ヒ
・
リ
ン
・
ド
ス
建
設
共
同
企
業
体 

構
成
員
（
代
表
者
） 

 

東
京
都
港
区
芝
三
丁
目
八
番
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
本
建
設
株
式
会
社
東
京
支
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

専
務
取
締
役
執
行
役
員
支
店
長 

佐
久
間
昭
司 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
小
日
向
三
丁
目
十
五
番
十
三
号 
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株
式
会
社
ア
サ
ヒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

成
瀬
俊
雄 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
千
石
四
丁
目
二
十
六
番
十
九
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
リ
ン
・
ド
ス 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

東
海
林
諭 

  

（
説 

 

明
） 

工
事
の
内
容
の
変
更
等
に
伴
い
、
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十

六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三

月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
令
和
六
年
六
月
十
三
日
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
変
更
前
の
工
期 

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
） 

二 

支
出
科
目
等 

 

平
成
三
十
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
元
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
二
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
三
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 
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令
和
四
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
五
年
度 

債
務
負
担
行
為 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
四
十
六
号 

 
 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 

文
京
区
は
、
左
記
の
と
お
り
和
解
の
上
、
損
害
を
賠
償
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

賠
償
の
理
由 

 

令
和
四
年
五
月
十
四
日
、
文
京
区
立
大
塚
公
園
内
の
樹
木
が
倒
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
相
手
方
に
損
害
を
与
え

た
た
め 

二 

和
解
の
内
容 

 

被
害
調
査
費
及
び
家
屋
修
繕
工
事
費
を
文
京
区
が
負
担
す
る
。 

三 

賠

償

金

額 
 

金
五
百
三
十
九
万
四
千
九
百
五
十
円 

四 

相

手

方 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

（
説 
 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提

出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
四
十
七
号 

 
 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 

文
京
区
は
、
左
記
の
と
お
り
和
解
の
上
、
損
害
を
賠
償
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

賠
償
の
理
由 

 

令
和
四
年
五
月
十
四
日
、
文
京
区
立
大
塚
公
園
内
の
樹
木
が
倒
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
相
手
方
に
損
害
を
与
え

た
た
め 

二 

和
解
の
内
容 

 

被
害
調
査
費
、
家
屋
修
繕
工
事
費
及
び
車
両
修
理
費
を
文
京
区
が
負
担
す
る
。 

三 

賠

償

金

額 
 

金
三
百
十
二
万
九
千
四
百
七
十
八
円 

四 

相

手

方 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

（
説 
 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提

出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
四
十
八
号 

 
 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 

文
京
区
は
、
左
記
の
と
お
り
和
解
の
上
、
損
害
を
賠
償
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

賠
償
の
理
由 

 

令
和
四
年
五
月
十
四
日
、
文
京
区
立
大
塚
公
園
内
の
樹
木
が
倒
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
相
手
方
に
損
害
を
与
え

た
た
め 

二 

和
解
の
内
容 

 

電
柱
復
旧
工
事
費
を
文
京
区
が
負
担
す
る
。 

三 

賠

償

金

額 
 

金
二
百
二
十
二
万
三
千
八
百
七
十
五
円 

四 

相

手

方 
 

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
二
十
二
番
八
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
東
京
事
業
部 

右
記
代
表
者 

 

設
備
部
長 

瀬
川
浩
司 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
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出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
四
十
九
号 

 
 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 

文
京
区
は
、
左
記
の
と
お
り
和
解
の
上
、
損
害
を
賠
償
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

賠
償
の
理
由 

 

令
和
四
年
五
月
十
四
日
、
文
京
区
立
大
塚
公
園
内
の
樹
木
が
倒
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
相
手
方
に
損
害
を
与
え

た
た
め 

二 

和
解
の
内
容 

 

支
線
柱
復
旧
工
事
費
を
文
京
区
が
負
担
す
る
。 

三 

賠

償

金

額 
 

金
百
三
万
二
千
八
百
六
十
一
円 

四 

相

手

方 
 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
五
番
十
九
号
五
階 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社
東
京
企
業
損
害
サ
ー
ビ
ス
部
東
京
企
業
火
災
新
種
第
一
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

右
記
代
表
者 

 

所
長 

中
村
諭 

  

（
説 

 

明
） 
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地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提

出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
五
十
号 

 
 

 

文
京
区
勤
労
福
祉
会
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
勤
労
福
祉
会
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

公

の

施

設 
 

東
京
都
文
京
区
本
駒
込
四
丁
目
三
十
五
番
十
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

文
京
区
勤
労
福
祉
会
館 

二 

指
定
管
理
者 

 

東
京
都
中
央
区
銀
座
四
丁
目
十
二
番
十
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
オ
ー
エ
ン
ス 

三 

指
定
の
期
間 
 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  

（
説 
 

明
） 

 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
五
十
一
号 

 
 

 

文
京
福
祉
セ
ン
タ
ー
江
戸
川
橋
及
び
文
京
福
祉
セ
ン
タ
ー
湯
島
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
福
祉
セ
ン
タ
ー
江
戸
川
橋
及
び
文
京
福
祉
セ
ン
タ
ー
湯
島
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

公
の
施
設 

 
 

    

二 

指
定
管
理
者 

 

東
京
都
八
王
子
市
旭
町
十
二
番
四
号
日
本
生
命
八
王
子
ビ
ル
二
階
二
〇
一 

社
会
福
祉
法
人
武
蔵
野
会 

三 

指
定
の
期
間 

 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  

文
京
福
祉
セ
ン
タ
ー
湯
島 

文
京
福
祉
セ
ン
タ
ー
江
戸
川
橋 

名 
 

 
 

 
 

称 

東
京
都
文
京
区
本
郷
三
丁
目
十
番
十
八
号 

東
京
都
文
京
区
小
日
向
二
丁
目
十
六
番
十
五
号 

位 
 

 
 

 
 

置 
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（
説 

 

明
） 

 
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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